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建
物
の
取
り
壊
し
を

し
た
人
は
連
絡
を

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日
（
賦
課
期

日
）
に
土
地
、
建
物
、
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
人
が
町
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　

建
物
を
所
有
し
て
い
る
人
で
平
成
20
年
12

月
31
日
ま
で
に
建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合
に

は
『
取
り
壊
し
た
建
物
の
所
在
地
、
建
物
の

種
類
、
取
り
壊
し
た
日
』
を
課
税
係
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
20
年
中
に
取
り
壊
し
た
建
物
に
は
、

平
成
21
年
度
の
固
定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

登
記
事
項
の
住
所
変
更
は

お
済
み
で
す
か

　

町
で
は
平
成
14
年
か
ら
20
年
に
か
け
て
ト

ラ
イ
ベ
ツ
・
若
松
・
糸
魚
沢
・
尾
幌
・
上
尾

幌
・
苫
多
・
沖
万
別
・
太
田
宏
陽
・
太
田
南
・

門
静
・
乙
幌
・
大
別
・
片
無
去
・
光
栄
・
白

浜
・
宮
園
・
住
の
江
・
山
の
手
・
真
栄
・
港

町
・
奔
渡
・
有
明
な
ど
の
土
地
の
名
称
と
地

番
変
更
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

住
所
が
変
わ
っ
た
人
で
、
土
地
や
建
物
な

ど
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、
釧

路
地
方
法
務
局
へ
登
記
事
項
の
所
有
者
住
所

の
変
更
登
記
申
請
が
必
要
で
す
。

　

ま
だ
住
所
変
更
の
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
人
は
、
必
要
な
と
き
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い（
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

所
有
権
登
記
名
義
人
の
住
所
変
更
登
記
申

請
は
本
人
に
よ
る
申
請
の
ほ
か
、
司
法
書
士

な
ど
に
依
頼
し
て
行
う『
代
書
』な
ど
が
あ
り

ま
す
。
申
請
書
用
紙
は
建
設
課
用
地
地
籍
係

に
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
住
所
へ
の
変
更
の
証
明
書
は
無

料
で
交
付
し
て
い
ま
す
が
、
戸
籍
の
附
票
に

つ
い
て
は
有
料
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
の
字
名
改
正
は
、
7
月
頃
に
湾

月
町
・
若
竹
町
、
10
月
頃
に
梅
香
町
・
松
葉

町
の
地
区
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
用
地
地
籍
係

\

内
線
278
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

\

内
線
112

ご
み
を
出
す
と
き
は

透
明
・
半
透
明
の
袋
で

　

燃
や
せ
る
ご
み
を
出
す
と
き
に
、
黒
色
な

ど
の
中
身
が
見
え
な
い
袋
の
買
い
置
き
が
あ

る
場
合
は
、
使
っ
て
も
構
わ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
な
く
な
り
次
第
、
透
明
・

半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
分
別
の
徹
底
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
が
、
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
ご
み
が

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
分
別
表
や
分
別
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
見
て
、
再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
特
に

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
分
別
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
／
キ
ャ
ッ
プ
を
必
ず
外
し

て
か
ら
出
し
ま
し
ょ
う
。

▽
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
／
汚
れ
て
い
る
も
の
は
、

必
ず
洗
っ
て
か
ら
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

最
終
処
分
場
を
少
し
で
も
長
く
使
う
た
め
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
廃
棄
物
対
策
係\

内
252
・

253

特
定
健
康
診
査
、生
活
習
慣
病
・

各
種
が
ん
検
診
を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
特
定
健
康
診
査
、

生
活
習
慣
病
検
診
と
各
種
が
ん
検
診
を
行
い

ま
す
。
こ
の
検
診
は
、
今
話
題
の
『
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
』
対
策
と
な
る
、
今

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
検
診
制
度
で
す
。

　

日
頃
の
健
康
管
理
の
目
安
と
な
り
、
あ
わ

せ
て
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
な
り
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
検
診
を
受
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

受
診
を
希
望
す
る
人
は
事
前
に
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
生
活
保
護
世
帯
の
人

は
す
べ
て
の
検
診
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

●
対
象
者
／
▽
特
定
健
康
診
査
／
40
～
74
歳

の
国
民
健
康
保
険
加
入
者　

▽
生
活
習
慣
病

暮
ら
し

保
健

10月の状況

前年同月比(％)前月比(％)

粗　 大 　ご　 み

資 源 と な る ご み

燃 や せ な い ご み

燃 や せ る ご み

ごみの種類 ごみ量(kg)

有  害  な  ご  み

  68.3     6.667,970

3.1

    △55.1

    76.4

       6.7

740

30,630

30,360

287,840

　※先月と比べ資源となるごみの量が4,230kg増えました。

●10月の資源となるごみとして収集したごみの割合13.83％

●10月のごみ収集・持込量  417,540kg

   △13.4

    －

計 417,540     △11.2

492.0

       2.2

      6.7

［次へ］［前へ］知って得々「道標」15
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検
診
／
75
歳
以
上
の
人
、
生
活
保
護
受
給
者
、

年
度
内
に
健
康
保
険
の
異
動
が
あ
る
人

▽
各
種
が
ん
検
診
／
40
歳
以
上
の
人

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ
く
り

係\

53^

3
3
3
3

※
1
割
負
担
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
た
検
査

内
容
に
応
じ
た
1
割
負
担
と
な
り
ま
す
。（
目
安

と
し
て
6
0
0
円
か
ら
8
0
0
円
程
度
で
す
）

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
は

資
格
の
更
新
を
し
て
く
だ
さ
い

　

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格
の
有
効

期
間
は
4
年
間
で
す
。

　

資
格
登
録
者
は
4
年
ご
と
に
更
新
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
資
格
の
更
新
対
象
と

な
る
人
は
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
更
新
対
象
者
／
平
成
16
年
度
に
、
北
海
道

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
試
験
に
合
格
ま

た
は
資
格
更
新
し
た
人
で
、
資
格
登
録
期
間

が
平
成
21
年
3
月
31
日
で
満
了
す
る
人

●
受
付
期
間
／
1
月
19
日X

か
ら
23
日N

●
手
数
料
／
5
、
0
0
0
円
（
テ
キ
ス
ト
代

を
含
む
）

●
問
い
合
わ
せ
／
業
務
係\

内
線
177
・
179

入
学
通
知
書
が

届
か
な
い
人
は
連
絡
を

　

教
育
委
員
会
で
は
、
今
年
4
月
に
小
学
校
・

中
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
あ

て
に
、
入
学
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
1
月

30
日n

ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
学
校
教

育
係
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
今
年
小
学
校
へ
入
学
す
る
の
は
、
平

成
14
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
15
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
学
校
教
育
係\

内
線
355
～

357

障
が
い
の
あ
る
人
へ
の

巡
回
相
談
を
行
い
ま
す

　

平
成
20
年
度（
第
3
回
）の
北
海
道
立
心
身

障
害
者
総
合
相
談
所
に
よ
る
巡
回
相
談
が
、

次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。
18
歳
以
上
の
人

が
療
育
手
帳
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
総
合

相
談
所
の
判
定
が
必
要
で
す
。
こ
の
機
会
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
2
月
3
日C

・
4
日V

●
場
所
／
サ
ン
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
く
し
ろ
（
釧

路
市
鳥
取
南
7
丁
目
2
番
地
）

●
締
め
切
り
／
1
月
13
日C

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
障
害
福
祉
係

\

53^

3
3
3
3

親
子
で
木
工
工
作
を

体
験
し
ま
せ
ん
か

　

木
工
セ
ン
タ
ー
で
は
、
親
子
で
木
工
品
を

作
り
、
木
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
1
月
を

『
冬
の
親
子
工
作
月
間
』と
し
、
動
物
パ
ズ
ル

や
貯
金
箱
、
干
支
の
置
物
な
ど
が
作
れ
ま
す
。

ま
た
、
冬
休
み
の
工
作
づ
く
り
に
も
利
用
で

き
ま
す
。

　

作
り
方
は
指
導
員
が
教
え
ま
す
の
で
、
親

子
で
木
の
も
つ
特
有
の
あ
た
た
か
さ
に
触
れ
、

親
と
子
の
共
通
の
趣
味
と
し
て
木
工
を
始
め

る
き
っ
か
け
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
期
間
／
1
月
6
日C

か
ら
31
日M

ま
で
（
月

曜
日
及
び
祝
日
の
翌
日
を
除
く
）

●
場
所
／
木
工
セ
ン
タ
ー

●
時
間
／
9
時
30
分
か
ら
15
時
30
分

●
材
料
費
／
1
、
5
0
0
円
～
2
、
5
0
0

円
程
度
（
作
る
物
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
）

●
持
ち
物
／
上
靴

●
申
し
込
み
／
希
望
日
を
決
め
て
、
希
望
日

の
3
日
前
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い

合
わ
せ
／
林
政
係\

内
線
256
、
木
工
セ
ン

タ
ー\

52^

3
4
5

1

教
育

し
ご
と
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福
祉

木
工
セ
ン
タ
ー

定　員

■生活習慣病検診・特定健康診査、胃・肺・大腸がん検診

検 診 の 種 類 ・ 会 場

胃がん 肺がん 大腸がん
　　生活習慣病検診

　特定健康診査

7日（土）
保健福祉総合センター（受付：7時、8時、9時、9時30分）

8日（日）

計120人

計120人

40～74歳の
国民健康保険加入者 1500円 400円 700円

40歳以上

無　　 料

申 込 期 間 1月22日(木)～30日(金)（定員になり次第締め切り）

2

月

料　

金
1 割負担※75歳以上

1000円

－

今月の税の納期

1月26日(月)までに
必ず納めましょう
当日は夜間窓口を開いています
のでご利用ください。納税には
便利な口座振替をお勧めします。

●国民健康保険税（普通徴収）

　                    第 7 期

●介護保険料（普通徴収）第 7期

●後期高齢者医療保険料（普通

徴収）　　　　　　　　第 7期

●夜間窓口／ 1月26日（月）17時

15分～20時　役場税財政課窓口

●問い合わせ／納税係内線140

～144

新成人の皆さん、国民年金の
加入手続きをしましょう
　国民年金は、自営業、学生、アルバイトをし
ている人など、すべての人が20歳から60歳にな
るまで40年間加入して保険料を納めることによ
り、年をとって働けなくなったときには老齢基
礎年金、病気やケガで障がいが残ったときには
障害基礎年金、一家の働き手が亡くなったとき
には遺族基礎年金が支給されます。この制度は
経済的な支えを行うことを目的とし、みんなが
お互いに協力して将来を支え合うものです。
　20歳になると、国民年金に加入しなければな
らない人全員に年金手帳（基礎年金番号）が送付
されます。年金の手続きは、基礎年金番号によ
り行い、就職や転職などの時には、年金手帳の
提出を求められますので大切に保管してくださ
い。
　なお、加入手続きは役場保険医療係で行って
ください。
●問い合わせ／保険医療係　内線117～120　

ふ 

か

し
ょ
う
き
ゃ
く


